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【記載例３－３】土地等の先行取得に係る増改築等住宅借入金等があるとき 

 

 

居住開始年月日(土地等の先行取得の日)      平成 20年 11月 20日(平成 19年４月 10日) 

増改築等の費用の額／うち居住用         2,000,000円／1,800,000円  

  特定の増改築等に関する事項 

特定断熱改修工事等の費用の額              1,000,000円 

  土地等に関する事項 

土地等の取得対価の額              2,500,000円 

土地等の総面積／うち居住用          60㎡／ 50㎡    

住宅借入金等に関する事項 

住宅借入金等の内訳              (住宅のみ)    (土地等のみ) 

年末残高                     1,500,000円    2,000,000円 

 ※ 共有者なし 

 

 

(注) 自己の居住の用に供される部分の土地等の面積 

その家屋の敷地の用に供されている土地等のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分があ

る場合の「居住の用に供する面積」は、課税上弊害のない限り、「敷地等の面積×家屋の居住用割合」

により計算した面積としても差し支えないものとしている。実務においては、この課税上弊害のな

い場合を「家屋の居住用割合と土地等の居住用割合の差が 10 パーセント以内である場合」としてお

り､これは実際の家屋の居住用割合と実際の土地等の居住用割合の差が僅少であるか否かによって判

断するものである。 

また、その者の居住の用に供される部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した

費用の額がその家屋の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額のおおむね

90 パ－セント以上に相当するときは、その家屋の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に

要した費用の額の全部がその者の居住の用に供する部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改

築等に要した費用の額に該当するものとして取り扱うこととしている（措通 41－29、41 の３の

２－７）。 

設例の場合には、実際の増改築等をした部分の居住用割合（90 パーセント）と実際の土地等の居

住用割合（83.34 パーセント）の差が 10 パーセント以内であるので、土地等の居住用部分の面積は、

増改築等をした部分の居住用割合を基に計算することができる。また、実際の増改築等をした部分

の居住用割合は、90 パーセント以上であり、措通 41－29 及び 41 の３の２－７により増改築等をし

た部分の居住用割合は 100パーセントとなるため、土地等の居住用部分の面積は、 

 

    敷地等の面積（60㎡）× 増改築等をした部分の居住用割合（100％） 

＝ 土地等の居住用部分の面積(60㎡) 

 

   となる。 

 

 

 

 

 

 

 

設 例 
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 [控除額計算明細書] 
 

 
 

 (注) 申告書第二表の「特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」及びその頭部に○断 (例：○断平 

成 20 年 11 月 20 日居住開始)を記載する。 

 

２０ １１ ２０ 

 ２００００００ 

１００ ００ 

１８０００００ 

１００ ０ 

２００００００ 

１５０００００ 

１５０００００ 

１５０００００ 

１５０００００ 

３５０００００ 

１００００００ １００００００ 

１００００００ １００００００ 

４ 

４５０ 

１９  ４ １０ 

 ２５０００００ 

６０ ００ 

６０ ００ 

４５０００００ ２５０００００ 

２００００００ 

１００ ００ 

２００００００ 

２００００００ 

１００ ０ 

２００００００ 



                       - 21 - 

 [（付表）の控用の裏面 ] 

 

 
 

 ３,５００,０００ 

 ４５,０   

3,500,000 

1,000,000 


